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勤勉手当の除算期間等の計算について 

 

 

例１．６月期に４月１日新規採用となった者の手当を通知するとき 

 

  基準日以前６ヶ月をみる（１２／２～６／１） 

 在職期間は、２ヶ月１日（４／１～６／１） 

  したがって期間率は３０％ 

 

 コメント例「令和○年４月１日採用 勤務期間２月１日」 

 

 

例２．６月期に３月３０日まで岐阜県の市町村立小学校の常勤講師、 

   ４月１日新規採用となった者の手当を通知するとき 

 

 基準日以前６ヶ月をみる（１２／２～６／１） 

 在職期間は、３ヶ月２９日（１２／２～３／３０）と２ヶ月１日（４／１～６／１） 

       ＝５ヶ月３０日 

       ※１日（３／３１）在職していないので６ヶ月とならない。 

  したがって、期間率は９５％ 

 

 コメント例「令和△年１２月２日～令和○年３月３０日□□小講師 

       職員番号９１１１１ 

       令和○年４月１日採用 勤務期間５月３０日」 

 

 

例３．６月期に３月３１日付で市職を退職し、 

   ４月１日割愛採用となった者の手当を通知するとき 

 

  基準日以前６ヶ月をみる（１２／２～６／１） 

 在職期間は、３ヶ月３０日（１２／２～３／３１）と２ヶ月１日（４／１～６／１） 

       ＝６ヶ月 

    したがって期間率は１００％ 

 

   ※割愛の証明書を学校で保管する 

 

 コメント例 「令和△年４月１日○○市より割愛採用 証明書あり」 
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例４．６月期に３月３１日まで普通休職、４月１日復帰となった者の手当を通知するとき 

 

 基準日以前６ヶ月をみる（１２／２～６／１） 

 除算期間は、３ヶ月（１２／２～３／１）と３０日（３／２～３／３１）＝４ヶ月 

  したがって期間率は６ヶ月－４ヶ月＝２ヶ月・・・３０％ 

 

   ※除算の場合（休職・病休・欠勤）はあくまで６ヶ月から差し引く 

 

 コメント例 「令和○年１２月２日～令和△年３月３１日まで普通休職 

        除算期間４月 勤務期間２月」 

 

 

例５．１２月期に９月１日から１０月２９日まで病気休暇となった者の手当を通知するとき 

  

病休の期間が例えば９／１～１０／３などのように勤務を要しない日や休日を除くと 

３０日を超えない場合は、除算されない。 

 例のように３０日を超える場合は以下のように計算して除算する。 

  基準日以前６ヶ月をみる（６／２～１２／１） 

 除算期間は、１ヶ月（９／１～９／３０） 

       ２０日（１０／１～１０／２９  休日１日、土日曜日８日はカウントしない） 

  したがって期間率は、６ヶ月－１ヶ月２０日＝４ヶ月１０日・・・７０％ 

 

     ※基準日現在休職のときは、０％で表示される。 

 

 コメント例 「令和○年９月１日～令和○年１０月２９日まで病気休暇 

        除算期間１月２０日 勤務期間 ４月１０日」 

 

 

例６．１２月期に１１月２日より育休となった者の手当を通知するとき 

   （７／１３より産休、９／６に出産） 

 

 基準日以前６ヶ月をみる（６／２～１２／１） 

 ６／２～７／１２は実際に勤務しているので 

 除算期間は、１ヶ月（１１／２～１２／１） 

  したがって期間率は６ヶ月－１ヶ月＝５ヶ月・・・９０％ 

 

  ※基準日以前６ヶ月の間に実際に勤務した期間があれば、産前産後休暇も含めて 

   在職期間にカウントする 

 

 コメント例「令和○年１１月２日～令和○年１２月１日 育児休業 

       除算期間１月 勤務期間５月」 


